
第１回 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 次第 

 

日時：令和８年５月 23日（土）午前 10時～ 

場所：禁野小学校新校舎 建設現場 

（校舎内 １Ｆ 会議室） 

 

 

１．令和８年度 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会について 

・会長、副会長の選出について 

・協議会スケジュール等について 

 

２．禁野小学校新校舎建築工事について 

  ・工事進捗の報告について 

 

３．禁野小学校新校舎移転に向けたスケジュールについて 

 

４．その他 

 



 

令和８年度 枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会 

 

【協議会の目的】 

 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づ 

くりの諸課題への対応を円滑に進めるため、協議・連絡調整を行う。 

 

【委員名簿】 

所 属 氏 名 

枚方市立禁野小学校ＰＴＡ会長 船越 夏紀 

禁野校区コミュニティ協議会会長 森 崇 

禁野小学校の地域を代表する者 森田 吉彦 

枚方市立禁野小学校校長 永山 宜佑 

枚方市教育委員会学校教育部次長 倉田 仁司 

枚方市教育委員会総合教育部・学校教育部副参事 津熊 聖博 

枚方市都市整備部次長 森 清太郎 

 

【開催スケジュール】 

開催回 開 催 日 開催時間 場  所 備 考 

第１回 令和８年 ５月 23日（土） 
午前 10時～ 

禁野小学校新校舎 

建設現場 

（校舎内１Ｆ会議室） 

第４土曜日 

第２回 令和８年 ７月 18日（土） 第３土曜日 

第３回 引越後 未定 未定 未定 
 
協議が必要な案件等がある場合には、上記予定表以外にも協議会を開催する場合があります。 

また、案件がない場合は開催を延期する場合もあります。 
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枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会設置規約 

 

 

（設置） 

第１条 枚方市立禁野小学校の新しい学校施設の整備にかかる新しい学校づくりの諸課題への対応

を円滑に進めるため、枚方市立禁野小学校の新しい学校づくり協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

（所管事項） 

第２条 協議会では、次の各号に掲げる事項（以下「所管事項」という。）について、協議・連絡調

整を行う。 

⑴ 新校舎の施設、設備、備品等に関すること 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる者で構成し、委員は教育長が依頼または指名する。 

⑴ 枚方市立禁野小学校の地域を代表する者 

⑵ 枚方市立禁野小学校の児童の保護者を代表する者 

⑶ 枚方市立禁野小学校の教職員を代表する者 

⑷ 枚方市教育委員会事務局の職員を代表する者 

⑸ 前各号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者 

（意見の聴取等） 

第４条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見若しくは説明を聴くことが

できる。 

（会議の運営） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 協議会の会議は、会長が招集する。 

３ 協議会の会長及び副会長は、構成する者の互選によって定める。 

４ 会長は、会議の進行を担当する。 

５ 会長に事故があるときは、副会長が代行する。 

６ 会議は、原則として公開する。 

（守秘義務） 

第６条 協議会の委員及び第４条の規定に基づき協議会の会議に出席した者（以下この条において

「委員等」という。）は、会議（所管事項の遂行に伴う活動を含む。）を通じて知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。委員等でなくなったときも、また、同様とする。 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、総合教育部新しい学校推進課が担当する。 

（補則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規約は、令和６年４月１日から一部改正し施行する。 

資料２ 



工事名称　　枚方市立禁野小学校整備事業(設計・施工一括発注)

期間 ～ 作成 前田組・浦辺設計共同企業体

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  工  種 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

グラウンド鋤取り➔路床➔透水管➔路盤 グラウンド表層工

ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ施工 手洗・足洗躯体工事 CB組積 補修 手洗・足洗ﾀｲﾙ張

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 東門擁壁工事

植栽工事 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

路床・CON・縁石据付・路盤工 ﾌｪﾝｽ支柱建込 ﾌｪﾝｽ張

植栽工事

路床・路盤工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 校舎北面真砂土 校舎北面植木 種まき

駐車場仕上げ

手洗・足洗躯体工事 CB組積 補修 手洗・足洗ﾀｲﾙ張

残土搬出最大30台/日 残土搬出最大30台/日

建設資材4・8・10ｔ最大15台/日 建設資材4・8・10ｔ最大15台/日 建設資材4・8・10ｔ最大15台/日 建設資材4・8・10ｔ最大15台/日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 工 種 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火
条例検査 建築・昇降機完了検査

　　　最終美装　他

雨水抑制 条例 消防 建築

グラウンド表層工 検査 検査 検査 完了検査 社内竣工検査

雨水抑制 条例 消防 建築

東門擁壁工事 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 検査 検査 検査 完了検査 社内竣工検査

雨水抑制 条例 消防 建築

駐車場仕上げ ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 検査 検査 検査 完了検査 社内竣工検査

雨水抑制 条例 消防 建築

防塵塗装 検査 検査 検査 完了検査 社内竣工検査

雨水抑制 条例 消防 建築

防草シート張 検査 検査 検査 完了検査 社内竣工検査

建設資材4・8・10ｔ最大15台/日 建設資材4・8・10ｔ最大15台/日

校舎

屋外
・

外構
工事

搬出入車両予定

5月・6月度月間工程表
作成者　大塚　剛

令 和 8 年 5 月 1 日 令和 8年 6月 30日 令和8年5月15日

5月

グラウンド

きんやっこ
広場

東面

南面

北面

西面

凡例

搬出入車両予定

校舎

屋外
・

外構
工事

6月

グラウンド

東面

北面

屋外倉庫・
守衛室

法面

天候や法令規則等により期間が変更になる場合があります

校舎

外構

最終美装 他 最終美装 他                  　　　　　 消防検査 予備日　　　　　　　　　　　　　最終美装 他 

Administrator
テキストボックス
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禁野小学校新校舎移転に向けたスケジュール 

 

 

1. 工事完了日（予定）                                                                              

７月下旬ごろ 

 

２. 新規備品の納品日（調整中）                                                                          

７月末頃（予定） 

 

３. 引越日                                                                              

８月３日（月）～６日（木） 

※予備日は８月７日 

※留守家庭児童会室は、別日で実施 

校区コミュニティ協議会や PTAの物品も含め委託事業者にて運搬します。 

つきましては、引越日までに梱包作業等、引越しに向けた準備をお願いします。 

◆引越する物品の選定をお願いします。 

※不要な物品については、差し支えなければ教育委員会で処分します。 

◆小物類や細かな物品は、箱詰め（段ボール）をお願いします。段ボールに入りき

らない物品はそのまま移動しますので、必要に応じて緩衝材（プチプチ）で保護し

てください。 

◆物品については、配置場所等を記入する「引越ラベル」を記入の上、貼り付けて

ください（ラベルを基に引越業者で物品を移動させます）。 

◆段ボール箱や緩衝材、引越ラベルは提供させていただきます。 
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